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国立大学法人茨城大学 中期目標・中期計画素案

平成２１年６月２９日

中期目標 中期計画

（前文）大学の基本的な目標 以下は、茨城大学の第２期中期計画の重点目標である。
国立大学法人茨城大学（以下「茨城大学」と称す。）は、我が国の 教育

先端科学関連の研究や産業の拠点の一つである首都圏北部に立地する ・学士課程教育、大学院課程教育ともに国際的水準の教育課程を構築して高い質の教育を行い、
特徴、さらには農業の活発な地域としての特色を生かし、人文・社会 大学の目的に沿った人材を育成する。
科学、理学、工学、農学、教育学の各分野における高等教育と、基礎 ・学生の学習・生活及び経済的支援を充実し、教育の成果を上げる。
・応用両面にわたる多様な研究活動、さらにそれらを基礎として地域 研究
貢献を行う総合大学として大学の統合性を強め、同時に３キャンパス ・国際的水準の研究を遂行し高度な教育と人材育成に生かすとともに、社会へ成果を発信し還元
の立地を生かして多彩に発展することを目標とする。 する。

地域貢献・国際交流
教育 ・地域に貢献する大学として、地域から評価される有数の大学となる。
茨城大学は、世界水準の教育を行う大学としての機能を発揮し、教 ・積極的に国際交流を行い、留学生の受入と派遣および研究交流を推進する。

育に重点をおき、総合力を生かして一貫した教養教育と専門教育を行 運営
い、豊かな人間性と幅広い教養をもち、国際感覚を身につけた職業人 ・社会の要請を的確に運営に反映し、高等教育を円滑に推進する。
を育成する教育を行う。また、大学院教育を重視し、より幅広く豊か ・健全な財政を維持し、資産を有効に活用する。
な学識を持ち、持続可能な社会と自然保全の担い手を育成する教育を ・安全・安心な施設を整備し、健全な環境を維持する。
行い、高度専門職業人や研究者を養成する。

研究
茨城大学は、世界水準の研究を行う大学としての機能を発揮し、サ

ステイナビリティ学研究やフロンティア応用原子科学の研究、個々に
育成された先進的研究など、多様な学術研究を組織的に創出・育成し
て、国際的な水準の成果を発信する。研究の継承と発展の観点から、
若手教員と大学院生の育成を積極的に行う。

地域連携・国際交流
茨城大学は、高い社会貢献機能を有する大学として、地域と連携し

た教育と研究を推進し、その成果を積極的に社会に発信し還元して、
地域の教育・文化の向上、環境保全、産業振興、地域社会の発展に寄
与する。教育と研究の成果を広く国際社会に向けて発信し、国際的な
交流と共同研究を推し進め、特にアジアとの国際交流を推進する。

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織
１ 中期目標の期間

平成２２年４月１日から平成２８年３月３１日までとする。
２ 教育研究組織

以下の中期目標を達成するため、別表に記載する学部及び研究
科を置く。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置
１ 教育に関する目標 １ 教育に関する目標を達成するための措置

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 （１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置
１．教養教育の目的を達成するように学部の各ポリシーを踏まえて教 ＜学士課程＞
養教育を改革し、修得状況で示される明確な教育成果をもって、理 ［教養教育内容と方法の改善]
念に沿った人材を育成する。＜中期計画1、2 ＞ 1 本学の教養教育の理念を堅持しながら、学部の各ポリシーを踏まえた教養教育内容の改善と

２．学部の各ポリシーを達成するように学士課程教育を改革し、国際 教養科目の精選を行う。施策として以下の取組を実施する。科目の精選、授業内容の精選
化を図って、質の整った目的の人材を育成する。＜中期計画3、4、 ［教養教育の成果と改善］
5＞ 2 習熟度別教育を教養教育科目の中に定着させる。さらに、教養教育の修得状況の思わしくな

３．研究科のポリシーを達成するように大学院課程教育を改革し、国 い学生について修得度を改善する。施策として以下の取組を実施する。習熟度別授業の充実、
際化を図って、質の整った目的の人材を育成する。＜中期計画6、 教養教育の修得状況について「GPA」などの適切な指標を使用した学生指導
7、8＞ ［専門教育内容と方法の改善］

3 カリキュラムやコース毎に教育目標とその達成基準を明確にし、目的の人材を育成する。施
策として以下の取組を実施する。学習・教育目標の達成基準の策定

4 学士課程教育の修得状況が悪い学生について、修得状況の向上を図り、卒業生の質を確保す
る。施策として以下の取組を実施する。学習管理制度を導入し各年次において修得状況を把握
し改善、卒業研究単位の実質化、CAP制の実質化、「GPA」活用拡大のための環境整備

［専門教育の成果と改善］
5 学部の各ポリシー実現のため教育課程を改善するとともに、国際化を図って、国際感覚を身
に付けた人材を育成する。施策として以下の取組を実施する。一貫カリキュラムとカリキュラ
ムツリーの改善やコアカリキュラムの設定、工学部JABEEの拡充、授業参観や授業ピアレビュ
ーの導入などによる授業改善とFD、国際化に対応するカリキュラムの構築とFD

＜大学院課程＞
［修士課程の教育内容と方法の改善]
6 研究科の教育目的を実現するため教育内容を改善し、国際化を図る。施策として以下の取組
を実施する。カリキュラムの国際化とFD、教育プログラムの多様化、大学院共通カリキュラム
の充実、最終試験の実質化

［修士課程の教育の成果と改善]
7 研究科の教育目的に沿った人材を育成するため、統一した成績評価基準を導入して達成度を
明確にした教育課程に改善する。施策として以下の取組を実施する。人材育成目的に沿った修
了生の輩出、全研究科間の成績評価基準の統一

［博士後期課程教育の改革］
8 指導体制の充実により修了生の質を確保する。施策として以下の取組を実施する。研究進展
状況の確認体制の確立、専門性と実践力の育成

（２）教育の実施体制等に関する目標 （２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置
４．大学教育の目的を達成するよう教育の企画推進体制を強化し、新 ＜教育企画推進体制の確立＞
たなプログラムの企画やニーズに対応する。＜中期計画9＞ 9 全学的に教育の企画推進を担当する組織を整備する。施策として以下の取組を実施する。学

５．教養教育実施体制及び入学試験実施体制を改善する。＜中期計画 士及び大学院課程教育の企画推進を図る体制の整備と教育系センター間の連携推進
10、11、12、13＞ ＜大学教育センターの改革＞

６．大学及び学部の教育目標に則り、学士課程教育組織を改革すると 10 大学と大学教育センターは、４年一貫カリキュラムの実質化及び教育の質の保証を確保する
ともに、組織的な教育実施体制を整備する。＜中期計画14、15＞ ため、全学の教育に関する点検評価及び教育改革の支援を行う体制とする。施策として以下の

７．大学院及び研究科の教育目標に則り、大学院組織を改革するとと 取組を実施する。全学の教育に関する点検評価及び教育改革の支援についての機能改善、教育
もに、組織的な教育実施体制を整備する。＜中期計画16、17＞ 実施における教育系センターとの組織的連携、大学教育センターの体制整備



- 3 -

８．学士課程及び大学院課程の教育に対して、PDCAサイクルに基づき ＜入試実施体制の改革＞
点検評価を行い、教育の質の向上を図る。＜中期計画18＞ 11 大学と入学センターは、入学者選抜の適正な実施及び入学者確保のための方策の策定を行う

とともに、入学者選抜方法の改善及び点検評価を行う体制とする。施策として以下の取組を実
施する。全学的な対高校広報戦略の策定、入学者の追跡調査、選抜方法の改善、出題の共通化、
大学院入試の適正実施、入学センターの体制整備

12 大学院入試実施体制を改善する。施策として以下の取組を実施する。大学院入試実施体制の
再構築

＜学士課程＞
［教育体制の改革]
13 総合英語や理数接続教育の実施体制を安定化するとともに、他の習熟度別教育実施体制を整
備する。施策として以下の取組を実施する。習熟度別教育実施体制の安定化

14 学部間や大学間で連携して教育が行えるよう、柔軟な教育体制を構築する。施策として以下
の取組を実施する。学部間共同教育体制の構築、コンソーシアム等の大学間連携組織の整備

［学部組織の改革]
15 大学及び学部の教育目標に則り、教育学部及び農学部組織を改革する。施策として以下の取
組を実施する。教育学部新課程の学生定員を教員養成課程へ移行して学部改組、農学部の改革
の推進

＜大学院課程＞
［教育体制の改革］
16 研究科間や大学間の共同教育体制を構築するとともに、大学院教育を統括する組織を整備充
実する。施策として以下の取組を実施する。統括組織としての大学院教育部の充実、北関東４
大学院連携の推進と大学院共同専攻の設置計画の策定

［大学院課程の改革]
17 大学院及び研究科の教育目標に則り、社会の要請に合致するよう、大学院課程を見直す。施
策として以下の取組を実施する。理工学研究科博士後期課程の定員を若干名削減する方向での
見直し、理工学研究科博士後期課程での他研究科との組織的連携、連合農学研究科の推進、人
文科学研究科の充実

＜教育の点検評価＞
18 学士課程教育・大学院課程教育を毎年点検評価し、教育改善に結びつける。施策として以下
の取組を実施する。教育改善評価の実施

（３）学生への支援に関する目標 （３）学生への支援に関する目標を達成するための措置
９．教育効果を高めるために、組織的・総合的な学生支援を推進する。 ＜学習・生活・経済支援の改革＞

19 充実した学習環境の確保のため、学習支援と生活支援、学資支援について、組織的で広範な
支援を行う。特に大学院生の経済支援を重視する。施策として以下の取組を実施する。学部大
学院を通じて教務情報や学生情報・就職情報の一元的活用、各学年次における学習支援のため
の学生の学習進捗管理システムの構築と運営、初年次学生の学習支援、独自の経済支援の充実、
大学院生への総合的経済支援

＜学生支援体制の改革＞
20 学生の視点に立った相談支援体制に改善する。施策として以下の取組を実施する。学生セン
ターの体制改善と支援制度の充実

＜学生支援施設設備の充実＞
21 学習場所や活動拠点、居住環境等の支援を充実する。施策として以下の取組を実施する。学
生図書の充実、学生寮の整備、福利施設の改善、課外活動施設の整備

＜学生課外活動の支援＞
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22 学生の課外活動の支援を充実する。施策として以下の取組を実施する。課外活動が社会と結
びつくように支援を充実

２ 研究に関する目標 ２ 研究に関する目標を達成するための措置
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 （１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置
10. 基盤研究及び重点研究で国際的水準の研究を活発に遂行するとと ＜研究推進＞
もに、組織的に新たな研究を育成推進し、社会へ成果を発信し還元 23 研究の企画力を向上させ、「茨城大学の研究推進方針」に基づき、基礎研究、萌芽的研究及
する。 び特色ある研究領域の育成を図る。施策として以下の取組を実施する。新たな研究プロジェク

トの育成と支援、特色ある研究の発掘と支援
＜重点研究の推進＞
24 本学の重点研究（フロンティア応用原子科学関連の研究、サステイナビリティ学関連の研究、
ライフサポートサイエンス研究、ニューマテリアル研究、バイオ燃料の開発研究、霞ヶ浦環境
保全研究）を推進するとともに、新たな重点研究を育成する。施策として以下の取組を実施す
る。既存の重点研究の推進、新たな重点研究の育成

＜研究水準と成果＞
25 国際的な水準の研究を遂行し、より多くの研究成果を発信するとともに、研究について組織
毎に第三者外部評価を実施する。施策として以下の取組を実施する。セクター毎の研究の外部
評価、第１期と同等若しくは上回る研究成果の発信

26 研究成果を知財として適切に管理し、有効活用を図る。施策として以下の取組を実施する。
知財創出の推進、知財の権利化と有効活用

（２）研究実施体制等に関する目標 （２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置
11. 研究推進体制を改革して研究及び研究者を支援するとともに、各 ＜研究実施体制の改革＞
種資源を有効に活用して研究環境を整備する。 27 研究企画及び支援のための組織を再整備し、学内の研究組織の連携を強化して、研究の推進

と研究支援体制を充実する。施策として以下の取組を実施する。研究企画及び支援のための組
織整備、支援員の措置、研究推進のための研究グループ等の構築、研究予算の効果的活用

＜研究系センターの組織改革＞
28 研究系センターの評価を行って組織改革を行い、体制を整備する。施策として以下の取組を
実施する。未実施研究系センターの外部評価、研究系センター間の連携体制の整備

＜研究者支援＞
29 研究環境の整備を行って基盤研究を広く支援するとともに、特に若手研究者、ポスドク、博
士後期課程学生の研究を支援する。施策として以下の取組を実施する。研究環境の整備、若手
研究者・ポスドク・博士後期課程学生を支援

３ その他の目標 ３ その他の目標を達成するための措置
（１）社会との連携や社会貢献に関する目標 （１）社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置
12. 社会連携事業を推進し、大学力を地域に示すとともに、地域から ＜地域連携事業の推進＞
高い評価を得る。 30 「茨城大学地域連携２１世紀プラン」や連携協定に基づき、広く地域連携事業を進め、地域

の活性化に寄与する。施策として以下の取組を実施する。地域連携事業の量的・質的充実、地
域連携事業の外部評価と見直し

＜産学官連携事業の推進＞
31 企業等との共同研究や受託研究の獲得、技術やシーズの提供などにより、産学官連携事業を
進め、ステークホルダーから高い評価を得る。施策として以下の取組を実施する。共同研究・
受託研究の獲得を促進、自治体や企業との連携事業の推進、シーズの企業化

＜社会人教育の改革＞
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32 地域のニーズに対応した社会人教育を行って、大学の教育力を地域に還元する。施策として
以下の取組を実施する。教員免許更新講習の安定的運営、ニーズに対応した社会人教育の展開

（２）国際化に関する目標 （２）国際化に関する目標を達成するための措置
13. 特にアジア地域を視点にして、重点事業を中心に海外大学との連 ＜国際交流体制＞
携事業を推進し、大学の国際化を進める。＜中期計画33、34＞ 33 国際交流のための組織を整備し、交流を円滑に進める体制とする。施策として以下の取組を

14. 留学生受入事業及び留学生派遣事業を活発に行い、受入数を確保 実施する。国際交流体制の整備
する。＜中期計画35、36、37＞ ＜海外大学連携事業の推進＞

34 海外の大学との連携協定に基づき、特にアジア地域を視点に学術交流事業を重点的に推進す
る。施策として以下の取組を実施する。連携協定校との交流充実、重点交流事業の推進

＜留学生教育の改革＞
35 国際水準の留学生教育を重視し、留学生の満足度を高める。施策として以下の取組を実施す
る。日本語教育の充実、英語で開講する科目の拡充

＜留学生支援の充実＞
36 留学生の学習支援、生活支援、経済支援を充実する。施策として以下の取組を実施する。留
学生用学生寮の整備、在学留学生の総合的支援、帰国及び在日留学生修了者の組織化

＜留学生派遣事業の推進＞
37 本学から派遣する長期及び短期留学生を支援するとともに、受入プログラムを充実して、留
学生の双方向性を確保する。施策として以下の取組を実施する。派遣留学生の経済的支援、受
入プログラムの充実

（３）附属学校に関する目標 （３）附属学校に関する目標を達成するための措置
15. 附属学校園の設置目的に則り、教育及び教育実習事業を展開する。 ＜教育実習の改善＞

38 教育実習の実施体制及び方法を改善し、教育の質を確保する。施策として以下の取組を実施
する。教育実習体制の改革、教育実習の見直し

＜学部との共同研究事業の展開＞
39 学部と附属学校との共同研究事業を展開し、教育方法の改善に生かす。施策として以下の取
組を実施する。学部と附属学校園の共同研究事業の促進、学校評価の実施

＜地域と連携する事業の推進＞
40 地域の小中高の学校の教育を、モデル教育事業などを通して支援する。施策として以下の取
組を実施する。モデル教育事業の実施

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置
１ 組織運営の改善に関する目標 １ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置

16. 法人運営体制及び事務管理体制を効率的に運営する。＜中期計画 ＜法人運営体制の改善＞
41、42＞ 41 法人組織及び法人運営体制を見直し、運営の改善と効率化を図る。施策として以下の取組を

17. 業務の専門性に合った人材確保・育成を行い、業務運営を改善す 実施する。役員会・副学長学長補佐会議・副学長学部長会議の関係の見直し、経営協議会・教
る。＜中期計画43、44、45＞ 育研究評議会の会議運営の改善、理事とその統括組織との関係の見直し、第３期中期計画検討

18. 教育研究組織の運営にあたって、教員資源を有効に活用できるよ 委員会を組織
うに改善する。＜中期計画46＞ ＜事務管理体制の改善＞

42 事務管理体制の見直しを行い、効率的に運営できる体制に改善する。施策として以下の取組
を実施する。事務局内の事務管理体制の改善

＜職員登用及び職員の職能化による組織改革＞
43 教員及び職員の業務の専門性に合った登用を行い、効率的効果的な運営に生かす。施策とし
て以下の取組を実施する。教職員人事システムの見直し、任期制の見直し、教職員定数管理の
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見直し
44 採用の工夫や多様な研修を行って、職員の職能化を図る。施策として以下の取組を実施する。
職員研修方針の改善、専門職の充実

45 男女共同参画事業を推進し、女性教職員を積極的に活用する施策を導入する。施策として以
下の取組を実施する。女性教員の採用促進施策の導入、女性教職員支援策の導入

＜教育研究運営組織の改善＞
46 学部学野制を有効に活用した新たな教員運用方式を導入して、教育研究組織の運営を改善す
る。施策として以下の取組を実施する。学部改組及び研究科改組と関連する教員定数管理の見
直し、学部研究科を越えた教育研究での教員の有効活用、教員年齢バランスの見直し

２ 事務等の効率化・合理化に関する目標 ２ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置
19. 効率的な事務遂行を目指して、事務組織の機能を改善する。 ＜事務機能の改革＞

47 大学運営に柔軟に適応した効率的な事務機能の実現を図る。施策として以下の取組を実施す
る。事務業務実施組織の機能別体系化

＜事務業務の効率化・合理化＞
48 業務の簡素化とＩＴ化を推進する。施策として以下の取組を実施する。IT基盤センターの組
織と機能の見直し、主要な会議のIT化、事務処理の改善

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置
１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標 １ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置

20. 外部資金等の自己収入を増やす。 ＜外部資金による自己収入の増加＞
49 外部研究資金の獲得に組織的に取り組み、自己収入を増やす。施策として以下の取組を実施
する。外部資金獲得増

２ 経費の抑制に関する目標 ２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置
（１）人件費の削減 ＜人件費改革＞

21. 「総人件費改革」の趣旨を踏まえ、第２期期間中に人件費の削減 50 「総人件費改革」の趣旨を踏まえ、平成２３年度までの人件費削減を行う。施策として以下
を行う。 の取組を実施する。「総人件費改革」の趣旨を踏まえた人件費削減

（２）人件費以外の経費の削減 ＜経費節減＞
22. 管理的経費の節減・合理化に努め、経費を効率的に執行する。 51 管理的経費の節減・合理化に努め、経費を効率的に執行しながら、低炭素活動を実践する。
＜中期計画51＞ 施策として以下の取組を実施する。管理経費の節減・合理化、省エネルギー対策の強化、低炭

23. 財政運営の基本計画を作成し、運営経費を適正かつ効率的に配分 素活動の実践
し執行する。＜中期計画52＞ ＜計画的財政運営＞

52 第２期財政運営の基本計画を毎年度見直し、第２期中の計画的財政運営を図る。施策として
以下の取組を実施する。第２期財政運営基本計画の遂行と毎年度見直し

３ 資産の運用管理の改善に関する目標 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置
24. 財務状況を的確に把握し、資産を適正に保つ。＜中期計画53、54＞ ＜財務状況の管理と改善＞
25. 資産の効率的・効果的な運用を図る。＜中期計画55＞ 53 財務諸表と収入支出予算と決算を分析し、学内資源配分の改善を図る。施策として以下の取

組を実施する。決算ヒアリングと財務分析の活用、政策配分経費事業の評価による見直し、政
策的予算配分編成方針の策定

＜計画的予算執行＞
54 予備費等の計上により適切に予算を運用し、目的積立金を積極的に活用する。施策として以
下の取組を実施する。正確な年度人件費計上、中間決算の実施、目的積立金活用方針策定
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＜保有資産の運用改善＞
55 保有資産の運用を効率的に行う。施策として以下の取組を実施する。土地と建物の利用頻度
調査及び利用価値の評価、資金の適切な運用とその有効活用

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置
１ 評価の充実に関する目標 １ 評価の充実に関する目標を達成するための措置

26. 教職員の業務評価を実施し、外部意見を聴取して、運営の改善に ＜教職員評価の改善と充実＞
生かす。＜中期計画56、57、58＞ 56 教員業務評価を隔年、事務系職員評価を毎年実施し、運営の改善に生かす。施策として以下

27. 監査機能を充実し、運営の改善に生かす。＜中期計画59＞ の取組を実施する。教員業務評価の改善、職員勤務評価の改善、評価データベースの拡充
＜第三者外部評価の実施＞
57 大学の教養教育、大学院教育、研究について第三者外部評価を実施する。施策として以下の
取組を実施する。教育研究のセクター毎に第三者外部評価を実施、各種評価スケジュールの策
定

58 経営協議会の学外委員や茨城大学同窓会連合会等の社会の各方面から意見等を聴取し、大学
運営の改善に資する。施策として以下の取組を実施する。ステークホルダーによる評価を実施

＜監査機能の充実と改善への反映＞
59 監査機能を充実し、運営の改善に資する取組を行い、監査を活用する。施策として以下の取
組を実施する。監査機能の充実、監査結果による改善

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標 ２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置
28. 広報及び情報収集体制を再整備し、積極的に広報事業を展開する。 ＜広報及び情報収集体制の構築＞

60 全学の広報及び情報収集体制を再構築し、効果的な情報発信を行う。施策として以下の取組
を実施する。広報及び情報収集体制の確立、広報及び情報収集担当組織の整備

＜広報事業の推進＞
61 広報事業を充実して推進する。施策として以下の取組を実施する。学内外への各広報事業の
推進と効果的広報の実施

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標 Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置
１ 施設設備の整備・活用等に関する目標 １ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置

29. キャンパスマスタープランと設備マスタープランに基づき、施設 ＜施設の整備と活用＞
設備を整備し、効率的に活用する。＜中期計画62、63＞ 62 キャンパスマスタープランに基づき、各キャンパスの特色を生かして計画的に整備し、有効

30. 省エネルギー化や地球温暖化対策等の環境保全に寄与する活動に に活用する。施策として以下の取組を実施する。施設マネジメントと施設点検評価、施設・環
取組む。＜中期計画64＞ 境の計画的整備、図書館整備、施設の共用化推進、学生用施設の整備

＜設備の整備と活用＞
63 設備マスタープランに基づき、教育および研究設備を計画的に整備し、活用する。施策とし
て以下の取組を実施する。設備の計画的整備、設備の共用化

＜環境方針の推進＞
64 「茨城大学環境方針」を推進するよう、環境に配慮した活動を進める。施策として以下の取
組を実施する。環境方針の周知と推進、エネルギーのグリーン化、低炭素活動の実践

２ 安全管理に関する目標 ２ 安全管理に関する目標を達成するための措置
31. 危機管理に努めて、安全安心なキャンパス環境を維持する。 ＜適切な危機管理＞

65 危機管理体制を改善しつつ、適切に危機管理を行う。施策として以下の取組を実施する。危
機管理マニュアルの見直しと管理体制の改善、事業場安全管理体制の改善

＜情報セキュリティの維持＞
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66 情報セキュリティを点検し、管理体制を見直す。施策として以下の取組を実施する。情報セ
キュリティ体制の計画的点検、情報セキュリティレベルの向上

＜安全と衛生の確保＞
67 キャンパスの安全と衛生を改善する。施策として以下の取組を実施する。感染症対策の推進、
健康管理の推進、学内交通安全及び防犯の向上

３ 法令遵守に関する目標 ３ 法令遵守に関する目標を達成するための措置
32. 関係法令を遵守し、国民及び地域から信頼される大学となる。 ＜法令遵守体制＞

68 法令遵守に係る周知や研修等を通じて、学生・教職員のコンプライアンス意識の向上を図る。
施策として以下の取組を実施する。法令遵守体制の確立、コンプライアンス研修等の実施

69 監事及び内部監査部門の連携を図るとともに、会計監査人の意見を踏まえて不正防止を徹底
する。施策として以下の取組を実施する。公的経費の不正使用防止

（その他の記載事項）（別紙に整理）
○予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画 ○出資計画 ○短期借入金の限度額
○長期借入金又は債券発行の計画 ○重要財産の処分（譲渡・担保提供)計画 ○剰余金の使途
○施設・設備に関する計画
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（別紙）

中期目標 中期計画 年度計画

別表１（学部、研究科等） 別表（収容定員） 別表（学部の学科、研究科の専攻等）

学 人文学部 平 人文学部 １，５８０人 人文学部 人文コミュニケーション学科 ６８０人
教育学部 成 教育学部 １，４００人 社会科学科 ９００人

部 理学部 22 理学部 ８４０人
工学部 年 工学部 ２，１１０人 教育学部(1) 学校教育教員養成課程 ８６０人
農学部 度 農学部 ４８０人 養護教諭養成課程 １４０人

情報文化課程 ２４０人
研 人文科学研究科（修士 人文科学研究科 ５０人（うち修士課程 ５０人） 人間環境教育課程 １６０人
究 課程） 教育学研究科 １０４人（うち修士課程 １０４人）
科 教育学研究科（修士課 理工学研究科 ７１６人 理学部 理学科 ８２０人

程） うち博士前期課程 ６０２人 ※２０人（３年次編入学定員で外数）
理工学研究科（博士前 博士後期課程 １１４人
期課程、博士後期課 農学研究科 ８６人（うち修士課程 ８６人） 工学部 機械工学科 ３４０人
程） 生体分子機能工学科 ２４０人
農学研究科（修士課 平 人文学部 １，５８０人 マテリアル工学科 １４０人
程） 成 教育学部 １，４００人(1) 電気電子工学科 ３００人
［東京農工大学大学院 23 理学部 ８４０人 メディア通信工学科 １８０人
連合農学研究科（博士 年 工学部 ２，１１０人 情報工学科 ２６０人
課程）：参加校］ 度 農学部 ４８０人(2) 都市システム工学科 ２００人

知能システム工学科 ２００人
人文科学研究科 ５０人（うち修士課程 ５０人） 〃 （夜間主コース） １６０人
教育学研究科 １０４人（うち修士課程 １０４人） ※９０人（３年次編入学定員で外数）

別表２（共同利用・共同研究 理工学研究科 ７１６人
拠点） うち博士前期課程 ６０２人 農学部(2) 生物生産科学科 １８０人

※茨城大学は、該当なし 博士後期課程 １１４人 資源生物科学科 １４０人
農学研究科 ８６人（うち修士課程 ８６人） 地域環境科学科 １４０人

※２０人（３年次編入学定員で外数）
平 人文学部 １，５８０人
成 教育学部 １，４００人(1) 人文科学研究科 文化科学専攻 ２６人（修士課程）
24 理学部 ８４０人 地域政策専攻 ２４人 （〃）
年 工学部 ２，１１０人
度 農学部 ４８０人(2) 教育学研究科 学校教育専攻 １０人（修士課程）

障害児教育専攻 ６人 （〃）
人文科学研究科 ５０人（うち修士課程 ５０人） 教科教育専攻 ６４人 （〃）
教育学研究科 １０４人（うち修士課程 １０４人） 養護教育専攻 ６人 （〃）
理工学研究科 ７１６人 学校臨床心理専攻 １８人 （〃）

うち博士前期課程 ６０２人(3)
博士後期課程 １１４人(4) 理工学研究科 理学専攻 １８０人（博士前期課程）

農学研究科 ８６人（うち修士課程 ８６人） (3) 機械工学専攻 ６６人 （〃）
物質工学専攻 ６４人 （〃）
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平 人文学部 １，５８０人 電気電子工学専攻 ５０人 （〃）
成 教育学部 １，４００人(1) メディア通信工学専攻 ４２人 （〃）
25 理学部 ８４０人 情報工学専攻 ４６人 （〃）
年 工学部 ２，１１０人 都市システム工学専攻 ４４人 （〃）
度 農学部 ４８０人(2) 知能システム工学専攻 ６０人 （〃）

応用粒子線科学専攻 ５０人 （〃）
人文科学研究科 ５０人（うち修士課程 ５０人）
教育学研究科 １０４人（うち修士課程 １０４人） (4) 物質科学専攻 １５人（博士後期課程）
理工学研究科 ７１６人 生産科学専攻 ２１人 （〃）

うち博士前期課程 ６０２人(3) 情報・システム科学専攻 ２１人（〃）
博士後期課程 １１４人(4) 宇宙地球システム科学専攻 １５人（〃）

農学研究科 ８６人（うち修士課程 ８６人） 環境機能科学専攻 １５人（〃）
応用粒子線科学専攻 ２７人（〃）

平 人文学部 １，５８０人
成 教育学部 １，４００人(1) 農学研究科 生物生産科学専攻 ２６人（修士課程）
26 理学部 ８４０人 資源生物科学専攻 ３４人 （〃）
年 工学部 ２，１１０人 地域環境科学専攻 ２６人 （〃）
度 農学部 ４８０人(2)

［東京農工大学 ［生物生産科学専攻 ４５人（博士課程）
人文科学研究科 ５０人（うち修士課程 ５０人） 大学院連合農学 ：参加校］
教育学研究科 １０４人（うち修士課程 １０４人） 研究科（博士課 ［応用生命科学専攻 ３０人（博士課程）
理工学研究科 ７１６人 程）：参加校］ ：参加校］

うち博士前期課程 ６０２人(3) ［環境資源共生科学専攻 ２１人（博士課
博士後期課程 １１４人(4) 程）：参加校］

農学研究科 ８６人（うち修士課程 ８６人） ［農業環境工学専攻 １２人（博士課
程）：参加校］

平 人文学部 １，５８０人 ［農林共生社会科学専攻 １２人（博士課
成 教育学部 １，４００人(1) 程）：参加校］
27 理学部 ８４０人
年 工学部 ２，１１０人
度 農学部 ４８０人(2)

人文科学研究科 ５０人（うち修士課程 ５０人）
教育学研究科 １０４人（うち修士課程 １０４人）
理工学研究科 ７１６人

うち博士前期課程 ６０２人(3)
博士後期課程 １１４人(4)

農学研究科 ８６人（うち修士課程 ８６人）

注記
(1)教育学部の改組に伴う学生定員の移行は、新課程から教員養成課程であり、第２期中の学部の学生定員の変更はない。
(2)農学部の改革に伴う第２期中の学部の学生定員の変更はない。
(3)理工学研究科博士前期課程の学生定員は、同博士後期課程の改組によって、若干名の学生定員の移行があり、増加する。
(4)理工学研究科博士後期課程の学生定員は、改組を伴う学生定員の若干名の削減により、学生定員が減少する。


